
1 ナイロン糸・フロロカーボン糸・ポリエステル糸の太さ標準規格は、別表１を標準直径とする。
2 ナイロン糸・フロロカーボン糸・ポリエステル糸の許容範囲は、上限・下限の直径が、前後の

号柄の標準直径を追い越さないものとする。
ただし、実直径は、限りなく標準直径に近付けることとする。

3 強度等に関しては、各企業の裁量に委ねる。
4 標準直径の計測方法は、製品の一点を三方向から計測した平均値とする。

別表１

号柄 号柄

7 0.435

追補：平成２７年３月１３日

5 0.370 150 2.030

6 0.405 200 2.340

3.5 0.310 110 1.740

4 0.330 120 1.810

2.75 0.274 90 1.570

3 0.285 100 1.660

2.25 0.248 70 1.390

2.5 0.260 80 1.480

1.75 0.220 50 1.170

2 0.235 60 1.280

1.2 0.185 30 0.910

1.5 0.205 40 1.050

0.8 0.148 26 0.840

1 0.165 28 0.870

0.5 0.117 22 0.780

0.6 0.128 24 0.810

0.35 0.097 18 0.700

0.4 0.104 20 0.740

0.25 0.083 14 0.620

0.3 0.090 16 0.660

0.15 0.064 10 0.520

0.2 0.074 12 0.570

0.1 0.053 ｍｍ 8 0.470 ｍｍ

追補：平成２６年３月１２日

ＪＡＦＳ－Ｄ１０５１１００
制定：平成２２年９月１６日

ナイロン糸・フロロカーボン糸・ポリエステル糸の標準直径

標準直径 標準直径
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